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議案第１６号

令和元年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の

処分及び令和元年度鳥取県営企業決算の認定について

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、令和元年

度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金の処分について次のとおり本議会の議決を求

め、同法第３０条第４項の規定により、令和元年度鳥取県営企業決算を別冊により本議会

の認定に付する。

　　令和２年９月１１日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥取県知事　　平　　井　　伸　　治

　令和元年度鳥取県営電気事業会計未処分利益剰余金２３９，６１０，９３１円を減債積立

金に積み立てる。


